
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般財団法人函館市住宅都市施設公社

　　【 期 間 】

　　　平成２６年　４月２５日（金）から

　　　平成２６年１０月１５日（水）まで

　　【 時 間 】

　　　１７時００分から２２時００分まで

　あるため，午後５時から翌日午前９時まで通行止めとなります。

　　　函館山登山道（車両）の交通規制について

　　冬期間通行止めとなっておりました函館山登山道は，平成２６年４月１１日（金）

　午前１１時から通行可能となりますが，４月１３日（日）までは，路面凍結の恐れが

　　また，下記の期間は，夜間マイカー通行規制が行われますので，ご注意をお願い

　いたします。


